
文：大嶋律子（ジラフ）

関
節
も
し
な
や
か
に
！
　
ヨ
ガ
は
メ
ン
テ

ナ
ン
ス
的
な
運
動
だ
と
実
感
し
、
そ
れ
か

ら
は
夢
中
な
ん
で
す
。
な
か
で
も
「
空
中

ヨ
ガ
」
は
目
か
ら
う
ろ
こ
で
、
ス
タ
ジ
オ

で
も
取
り
入
れ
て
い
る
ん
で
す
よ
。

　
空
中
ヨ
ガ
は
、
簡
単
に
説
明
す
る
と
、

ハ
ン
モ
ッ
ク
を
使
っ
た
逆
立
ち
健
康
法
。

私
は
、
病
気
や
調
子
が
悪
く
な
る
原
因
は

「
詰
ま
り
」
に
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

血
管
、
関
節
、
筋
肉
の
こ
わ
ば
り
や
萎
縮
、

凝
り
も
そ
う
。
空
中
ヨ
ガ
は
、
重
力
の
作

用
を
逆
に
使
っ
て
、
そ
れ
を
伸
ば
し
、
本

　
動
好
き
が
高
じ
て
、
昨
年
、
長
年

続
け
て
い
る
ヨ
ガ
と
ダ
ン
ス
、
そ

し
て
エ
ス
テ
を
融
合
さ
せ
た
ス
タ
ジ
オ
を

オ
ー
プ
ン
さ
せ
ま
し
た
。
私
自
身
も
イ
ン

ス
ト
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
活
動
し
、
ビ
ラ
配

り
か
ら
頑
張
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
（
笑
）。

　
ヨ
ガ
に
関
し
て
は
、
マ
ラ
ソ
ン
な
ど
の

激
し
い
運
動
を
し
て
い
た
せ
い
か
、「
物

足
り
な
い
の
で
は
？
」
と
思
っ
て
い
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
始
め
て
み
た
ら
、
全
身
の

イ
ン
ナ
ー
マ
ッ
ス
ル
を
し
っ
か
り
と
鍛
え

る
こ
と
が
で
き
る
う
え
、
体
調
も
整
い
、
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イプUPガールズ」として芸能界デビュー。「美と健康」をモットーに活動を展
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来
自
分
の
持
っ
て
い
る
ラ
イ
ン
に
導
い
て

く
れ
る
と
い
う
メ
ソ
ッ
ド
。
全
身
の
血
の

巡
り
を
改
善
し
、
か
つ
、
重
力
で
圧
迫
さ

れ
が
ち
な
体
を
整
え
な
が
ら
解
放
し
て
い

く
ん
で
す
。

　
肉
体
的
に
も
気
持
ち
が
い
い
で
す
し
、

メ
ン
タ
ル
面
で
も
う
れ
し
い
効
果
が
あ
り

ま
し
た
。
緊
張
す
る
と
多
く
な
り
が
ち
な

「
瞬
き
」
の
回
数
が
激
減
し
た
ん
で
す
。

血
の
巡
り
が
よ
く
な
る
こ
と
で
リ
ラ
ッ
ク

ス
効
果
も
あ
る
よ
う
で
す
ね
。
私
に
と
っ

て
ま
さ
に
心
身
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
で
す
。

　
自
宅
で
も
で
き
る
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
術
と

し
て
は
、
お
風
呂
上
が
り
の
ス
ト
レ
ッ
チ

が
お
す
す
め
で
す
。
特
に
足
の
後
ろ
側
の

硬
さ
が
老
化
に
つ
な
が
り
ま
す
の
で
、
前

屈
や
開
脚
を
す
る
だ
け
で
も
効
果
が
あ
り

ま
す
。
し
っ
か
り
伸
ば
す
こ
と
が
重
要
な

の
で
ぜ
ひ
取
り
入
れ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　
年
齢
を
重
ね
る
ほ
ど
筋
肉
量
は
落
ち
、

体
は
ど
ん
ど
ん
硬
く
な
る
も
の
で
す
。
そ

の
た
め
に
も
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
と
な
る
適
度

な
運
動
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
な
ん
と
い
っ

て
も
、
一
生
こ
の
体
と
付
き
合
っ
て
い
く

わ
け
で
す
か
ら
、
あ
き
ら
め
ず
に
続
け
る

こ
と
が
大
切
で
す
。
健
康
で
元
気
な
体
に

こ
そ
、
美
し
さ
が
つ
い
て
く
る
と
思
い
ま

す
か
ら
。

重
症
化
を
予
防
す
る 

！

高
尿
酸
血
症

し
ぶ
さ
わ
け
ん
ぽ

澁
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皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
希
望
に
満
ち
た

輝
か
し
い
新
春
を
迎
え
ら
れ
ま
し
た
こ
と
と
、

心
か
ら
お
喜
び
申
し
上
げ
ま
す
。
私
ど
も
澁

澤
健
康
保
険
組
合
に
お
き
ま
し
て
も
、
と
も
に

新
し
い
年
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
の
は
、

ひ
と
え
に
皆
様
の
ご
協
力
の
賜
物
と
、
深
く
感

謝
し
て
お
り
ま
す
。

　

昨
年
は
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
に
よ
る
一
定
の
成
果

を
追
い
風
に
、
17
年
ぶ
り
の
消
費
税
率
引
き
上

げ
が
実
現
。
い
ま
だ
景
気
回
復
の
実
感
を
持
て

な
い
国
民
は
多
い
も
の
の
、
新
た
な
成
長
戦
略

が
発
表
さ
れ
、
日
本
の
収
益
力
回
復
に
い
っ

そ
う
期
待
が
高
ま
っ
た
一
年
で
し
た
。
ま
た
、

青
色
L
E
D
の
開
発
で
3
名
の
日
本
人
研

究
者
が
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
を
受
賞
す
る
と

い
う
、
大
変
誇
ら
し
い
出
来
事
も
あ
り
ま
し

た
。
一
方
、
各
地
で
記
録
的
な
豪
雨
が
続
き
、

洪
水
や
土
砂
崩
れ
な
ど
の
災
害
が
頻
発
し
ま
し

た
。
9
月
末
に
は
、
戦
後
最
悪
の
火
山
被
害

と
な
っ
た
御
嶽
山
の
噴
火
、
11
月
末
に
は
長
野

県
北
部
で
震
度
6
弱
の
地
震
が
発
生
し
、
大

き
な
被
害
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。

　

健
康
保
険
組
合
を
取
り
巻
く
環
境
に
目
を

向
け
ま
す
と
、
平
成
26
年
度
予
算
早
期
集
計

結
果
で
は
、
約
8
割
の
健
保
組
合
が
赤
字
の
予

算
編
成
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
お
り
、
引
き
続

き
厳
し
い
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。
赤
字
の
最

大
要
因
で
あ
る
納
付
金
は
3
兆
3
0
0
0
億

円
を
超
え
、
高
齢
者
医
療
制
度
創
設
前
に
比

べ
る
と
、
約
1
兆
円
も
増
加
し
て
い
ま
す
。
さ

ら
に
、
保
険
料
収
入
に
対
す
る
納
付
金
の
割
合

は
45
・
43
％
で
、
50
％
を
超
え
る
組
合
は

4
4
6
組
合
。
協
会
け
ん
ぽ
の
平
均
保
険
料
率

（
10
・
0
％
）
を
上
回
る
健
保
組
合
も
、

2
5
1
組
合
に
増
加
し
て
い
ま
す
。

　

本
来
、
健
康
保
険
組
合
の
あ
る
べ
き
姿
は
、

疾
病
予
防
や
健
康
づ
く
り
、
病
気
の
早
期
発

見・
早
期
治
療
の
喚
起
、
出
産・育
児
の
サ
ポ
ー

ト
な
ど
、
皆
様
か
ら
お
預
か
り
し
た
大
切
な
保

険
料
を
効
率
的
に
活
用
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と

で
す
。
し
か
し
、
現
在
の
財
政
状
況
で
は
、
そ

の
基
本
的
な
機
能
を
果
た
す
こ
と
す
ら
難
し

く
な
っ
て
き
て
お
り
、
存
亡
の
危
機
に
直
面

し
て
い
る
健
保
組
合
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

私
ど
も
澁
澤
健
康
保
険
組
合
は
、
こ
の
現
状

を
国
へ
強
く
訴
え
続
け
て
ま
い
り
ま
す
。

　

今
年
は
未
年
。
群
れ
を
成
す
羊
の
よ
う
に
、

事
業
主
お
よ
び
加
入
者
の
皆
様
と
心
を
一つ
に

し
、
多
く
の
難
局
に
立
ち
向
か
っ
て
い
き
た
い
も

の
で
す
。
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
新
年
を
機

に
生
活
習
慣
の
改
善
に
取
り
組
む
等
、
ま
す
ま

す
健
康
に
留
意
さ
れ
る
と
と
も
に
、
ジェネ
リ
ック

医
薬
品
の
利
用
や
適
正
受
診
を
心
が
け
る
等
、

医
療
費
節
約
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
、

深
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
昨
年
に
引
き
続

き
ま
し
て
、
澁
澤
健
康
保
険
組
合
への
ご
理
解
、

ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
、

年
頭
の
ご
挨
拶
に
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

平
成
27
年
　
年
頭
の
ご
挨
拶

日本の医療費は、加速する高齢化などを背景に、毎年１兆円を超える規模で増加しています。なかでも、医療費の６割以上を

占める高齢者医療の増加が著しく、放置できない喫緊の課題となっています。「国民皆保険制度」を維持していくために、そし

て重くなった現役世代負担を少しでも和らげるために、「あしたの健保プロジェクト」は誕生しました。

❶国民皆保険制度を維持しよう！
安心して医療を受けられるのは、「国民皆保険制度」のおかげです。しかし現
在、医療費は毎年１兆円を超える規模で増加し続け、このままでは国民皆保
険制度を維持できなくなるかもしれないのです。

❷現行の保険制度による、現役世代の負担を改善しよう！
私たち現役世代が支払う保険料の多くが、高齢者医療費に充てられているの
をご存じですか？ 高齢者医療費は社会全体で支えるべきですが、現在は現役
世代への負担が非常に重く、健保組合・健保連はその改善を求めています。

❸高齢者医療費への公費（税金）負担を増やし、
　現役世代の負担を軽減しよう！

高齢者医療費を支えるため、私たち現役世代が支払う保険料は7年間で1人
あたり年間8万円以上も増加し、今後もさらなる負担増が予想されています。
消費増税分を充てるなど、社会全体で負担する方法を考えていくべきです。

健康保険組合連合会

http://www.ashiken-p.jp/ あしたの健保 検 索

「健保VOTE！」に、ぜひ投票を！

健康保険組合連合会が取り組む、「あしたの健保プロジェクト」

健保VOTEへの
投票が

大きなチカラに！

あしたの健保プロジェクト、特設サイトを開設
このWebサイトでは、健保組合の置かれた状況を広く知っていただくための

「健康保険の基礎知識」や「対談・コラム」といったコーナーとともに、健保

連・健保組合の主張への賛同意思をVOTE（投票）という行動で示せる「健保

VOTE！」というコンテンツがあります。以下の内容に賛同する方、投票がまだ

お済みでない方は、ぜひサイトにアクセスし、投票をお願いいたします。

❶

❷

❸
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交換期間：平成27年1月１日～同年3月末日

区　　分 同居・別居の
区分

※1住居地が
確認できるもの
（住民票等）

戸籍謄本
※2非課税
証明書

※3仕送り
証明書

同居していなくても認められる人

父母 または祖父母
同 居 ◎ ◎
別 居 ◎ ◎ ◎ ◎

配偶者
または子（16才以上）

同 居 ○
別 居 ○

弟妹 または孫
同 居 ◎ ○
別 居 ◎ ○ ◎

同居していなければ認められない人

兄姉・義父母など 同 居 ◎ ◎ ◎

被扶養者の検認（再認定）とは…

当健保組合における「被扶養者の検認に必要な書類」は
以下のとおりです

当健康保険組合の移転に伴い、保険者証（カード）の交換を下記の通り実施いたします。

保険者証（カード）の交換に先だち、直近の被扶養者認定の検認（再認定）を実施いたしま
す。現時点（平成26年10月末現在）の登録データを「調書」として送付しますので、対象
者は必要書類を添付して事業主経由で提出願います。

健康保険者証（カード）の
交換手続

被扶養者の検認（再認定）

変 更 点

注　 意

❶カードの色 《緑→青》
❷事業所（会社）の所在地 《表記あり→表記なし（空白）・保険者（組合）所在地→新住所へ変更》
❹裏面表記： 《臓器提供の意思表示欄の追加》

平成26年8月1日以降交付のカードは新住所の表記となっておりますが、その他に変更がありま
すので、交換の対象となります。

◎印は必ず添付してください。
○印は学生の場合は不要です。
◦なお、16歳以上で学生（高校生以上）の場合は在学証明書または学生証（写）、無職の場合は※2非課税証明書、収入
（年間130万円未満）のある場合は、源泉徴収票（写）または※2非課税証明書を添付してください。

◦年金受給者は直近の年金証書（写）を添付してください。
※1 住民票は同一世帯全員のものを添付してください。
※2 非課税証明書は在住区市町村発行のものが必要です。
※3 仕送り証明書とは、生計費の仕送り送金を確認できる金融機関の振込証明書（6カ月分）、預金通帳（写）等です。

▶健康保険法施行規則第50条に則り、健康保険組合は毎年一定の期日を定めて、被扶養
者に係る確認（検認）を行うこととされております。
これは、一度被扶養者と認定された方も、時の経過とともに生活状況が変化し、被保険者
に扶養されなくなっている場合がありますので、扶養関係の現況を確認するために行うも
のです。

▶被保険者は、この検認を受けるに当たり、必要書類を事業主経由で健保組合に提出しな
ければなりません（任意継続被保険者は健保組合へ直接提出してください）。

▶この検認を行った場合、これを受けない被保険者およびその被扶養者は、その資格を失
い、被保険者証は無効となります。

❶保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により
生計を維持している事実がある者

❷被保険者の三親等以内の親族で、上記❶に掲げる者以外の者であって、その被保険
者と同一の世帯に属し（同居）、主としてその被保険者により生計を維持している事
実がある者

❸上記❶、❷の生計維持関係とは、

①認定対象者が被保険者と同一の世帯に属する（同居）場合には…
・認定対象者の年間収入が130万円未満（認定対象者が60歳以上である場合には

180万円未満）であって、かつ、被保険者の年間収入の１／2未満である者

② 認定対象者が被保険者と同一の世帯に属していない(別居)場合には…
・認定対象者の年間収入が130万円未満（認定対象者が60歳以上である場合には

180万円未満）であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない者

❹被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があり、かつその家族の生活
費のほとんどを主として負担していること

認定基準

提出証明書類


